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• 2015年合意に向けた交渉における
約束草案の位置と意義 

• 約束草案に関する国際合意 

• 日本の約束草案をめぐる動向 

• 約束草案の策定に当たって 
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約束草案の位置 

• 「すべての締約国に適用される、枠組条約の下での議
定書、別の法的文書又は法的効力を有する合意された
成果を作成するプロセスを開始」（COP17決定 1/CP.17） 
– カンクン合意に基づく2013〜2020年の枠組み 

• 途上国も削減努力を行い、それを報告し、国際的に検証する枠
組みに 

– 2つの課題 
• 合意された長期目標と積み上げた目標との齟齬（gap）。世界の
排出削減水準をいかに早期に引き上げるか（実効性の課題） 

• 削減努力の衡平性の課題 

– すべての国が参加し、能力に応じた各国の削減努力が国
際的に担保される、より実効的な枠組みへの転換をめざ
すための手段 
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約束草案に関する合意（1） 

• すべての締約国が、約束草案（intended 
nationally determined contributions; INDC）を各
国が作成し、2015年のCOP21に十分に先駆けて
（できる締約国は2015年3月末までに）約束草案
を提出するよう要請（invite）（COP19決定、para. 
2(b)） 

• 約束草案の明確さ、透明性、理解を促進する方
法で、すべての締約国がCOP21に十分先駆けて
（できる締約国は2015年3月末までに）約束草案
を提出するよう要請（COP20決定、para. 13） 
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約束草案に関する合意（2） 

• 各締約国の約束草案は、その締約国の現状の
取り組みをこえるもので継続して前進するもので
あることを合意（COP20決定、para. 10）（＝
backslidingの禁止） 

• 適応計画における取り組みを提出することを検
討するか、約束草案の一部として適応策を含め
ることを検討するようすべての締約国に要請
（COP20決定、para. 12） 
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約束草案に関する合意（3） 

• 約束草案とともに提出すべき情報（COP20決定、
para. 14） 
– 列挙されている情報は、全体の排出削減水準の評価や
各国の約束草案の公正さや効果を評価するために必要
な情報 

– 提出すべき情報の選択について国に一定の裁量 

– 自国の約束草案がいかに公正、野心的で、究極的な目
的（＝大気中の温室効果ガス濃度の安定化）に貢献しう
るかを説明する情報を提出（説明する責任） 

• 枠組条約事務局が、提出された約束草案をHPに公
表。2015年10月1日までに提出された約束草案を積
み上げた効果に関する報告書を11月1日までに作
成（COP20決定、para. 16） 
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約束草案とともに提出すべき情報 

• 約束草案とともに締約国が提出すべき情報には、
特に、次に関する定量化可能な情報を含めることが
できる（COP20決定、para. 14） 
– 参照点（適当な場合には、基準年） 
– 実施の時間枠または期間 
– 適用範囲 
– 計画プロセス 

– 想定と方法論的アプローチ（排出量・吸収量の推計と勘
定に関する想定と方法論的アプローチを含む） 

– 約束草案が、国の状況に照らして、いかに公正で野心的
であるか 

– 約束草案が条約2条の目的（＝大気中の温室効果ガス濃
度の安定化）を達成するのにいかに貢献するか 
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2030年エネルギーミックス(1) 

• 2014年4月の第4次エネルギー基本計画策定 
• 2014年6月には3つの小委員会が設置 

– 省エネ小委 
– 新エネ小委 
– 原子力小委 

• 基本政策分科会の下に、長期エネルギー需給
見通し小委員会設置（2014年12月） 
– 「エネルギー基本計画に記載された方針に基づき、
現実的かつバランスの取れたエネルギー需給構造
の将来像について検討」 

– 「1ヶ月2回ほどのペースで」「夏までに」（2014年12
月）から「G7（6月初め）までに」 
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2030年エネルギーミックス(2) 

• 第1回会合での坂根座長のとりまとめ 
– 「３．１１以前に比べて、まずは省エネ・再エネがどこまで
実現できるか」「省エネ・再エネで生み出した余力を、原発
比重を下げることと、化石燃料比重を下げることに回す」 

• 省エネ小委 
– 中間とりまとめのメッセージは○ 

• 産業、業務、家庭等の部門を問わず、なおエネルギー効率改善
の余地あり。「絞ったぞうきんではない」 

• ベンチマーク制度の見直し（産業）・導入（業務）に期待 

• エネルギーコストの増大への対応や省エネ投資と経済の好循環
にも貢献する 

– 実際出てきた省エネ量はまだ積み増し可能（のよう）。数
値の根拠が示されず 
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2030年エネルギーミックス(3) 

• 再エネ 
– 新エネ小委（2月3日）では現在の導入トレンドを線形で伸
ばした見込みが示される 
• 導入に相対的に時間がかかる風力発電などの導入量予測の方
法として妥当か 

• 陸上風力2030年1050万〜1140万kW 
• 風力発電協会の予測（2030年3620万kW; 840億kWh; うち陸上風
力2660万kW）との乖離 

– 需給小委（3月10日） 
• 「出力が安定な」地熱、水力、バイオマス＋廃棄物発電の導入見
込み量が示される 

• 太陽光、風力については見込み量は示されず 
– 太陽光については、7電力会社が設定した「接続可能量」＋地域ごとの昼間
の最低需要の規模から計算＝全国で接続可能量は約6200万kW（約700億
kWh） 

– 風力は系統制約 

• 「ポテンシャルは無限」。問題は系統とコスト 
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発電量に占める再エネの割合 
（大規模水力除く） 
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陸上風力発電導入ペース 
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地熱の導入見込量 
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水力の導入見込量 
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バイオマス発電の導入見込量 
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太陽光発電の接続可能量 
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風力発電 
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2030年エネルギーミックス(4) 

• 再エネ拡大の鍵は再エネ大量導入に必要な系統システ
ムへの転換ができるか 
– 地域間および地域内送電線の新増設はもちろん要検討だが、
系統システム対策の必要性。特に系統の広域運用 

– 気象予測を用いた発電電力予測システム 

– 再エネ拡大に向けた多様な方策。蓄電池よりもコストのかから
ないものも多い 
• 揚水の活用 
• 需要の能動化 
• コージェネなどの利用 

• コストと「国民負担」 
– どこまで再エネのコストか 
– 賦課金 

– 再エネのベネフィット：地域の活性化と雇用創出、税収増 
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賦課金の見通し（一例） 
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稚内市の事例（1） 
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稚内市水道部風力発電施設 

出典：総合資源エネルギー調査会新エネ小委提出の稚内市資料 



稚内市の事例（2） 
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出典：総合資源エネルギー調査会新エネ小委提出の稚内市資料 



地域活性化の事例（1） 

25 
出典：総合資源エネルギー調査会新エネ小委提出の全国知事会資料 



地域活性化の事例（2） 
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出典：総合資源エネルギー調査会新エネ小委提出の全国知事会資料 



2030年エネルギーミックス(6) 

• 原子力発電 
– 「原発依存度については、省エネルギー・再生可能エ
ネルギーの導入や火力発電所の効率化などにより、
可能な限り低減させる。」  

– 2030年をこえる時間軸で見る 
• 40年ルールを守れば、大量の新設をしない限り、仮に2030
年に一定程度供給できても、その後減少していく 

– エネルギー基本計画に基づけば、厳格な安全基準を
満たす必要があり、地元の同意も必要 

– 原子力○％と決めることは大変難しいし、仮に決め
ても達成可能性は外的要因による 

– ①エネルギー安全保障、②気候変動対策、③燃料費
負担の観点で問題がないような見通しを持てるエネ
ルギーミックス 
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陸上風力発電導入ペース 
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2030年エネルギーミックス(7) 

• 化石燃料、特に石炭への回帰 
–新規の建設計画増 

• 10電力で45の石炭火力、その他の事業者で49（気候
ネットワーク、2014） 

– 「高効率」石炭火力？ 

–途上国への石炭火力「輸出」 

• 欧米で進む石炭火力規制 
–米国の火力発電所規制 

–米国、欧州の数カ国は、途上国への石炭火力輸
出に公的資金付与を禁止 
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2030年エネルギーミックス(8) 

• 約束草案に関わる争点 
– 2030年のエネルギー需要の見通し（マクロフレーム）
の問題 
• 年1.7%の経済成長（他のシナリオなし。感度分析はやる）。
成長とエネルギー需要は相関するとの前提 

• 産業構造は変わらず 

– 熱需要への対応 
– 省エネポテンシャル 
– 再エネ拡大：系統とコスト 
– 原子力の扱い 
– 化石燃料の構成：石炭とガス 
– 再エネ拡大によって原子力を代替できるか 
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約束草案策定にあたって(1) 

• 2015年合意の重要性 

– 温暖化防止の国際枠組みの実効性を高めるために 

– 2015年を逃すと合意はさらに遅れるとの認識 

• 米国の大統領選挙（2016年）とその後の政権の不透明さ 

• 合意の遅れは「2℃目標」達成を難しくする 

• 2015年合意への各国の決意は明確 

– 米国（オバマ政権）の本気度 

• オバマ政権の「Legacy」であるとの位置づけ 

– 2014年11月12日の米中首脳による共同声明 

– ホスト国フランス、そしてEU 
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米中共同声明（2014年11月12日） 

• 米中共同声明の内容 
– 米国 

• 温室効果ガス排出量を2025年までに2005年比26～28％削減 
• 2050年80％規模の削減に向けた経路に沿った目標 
• 既存法の下での削減策で達成可能 
• 2020～25年に、毎年平均して2.3-2.8％の削減（2005-2020年までの2
倍のペース） 

– 中国 
• ＣＯ２排出量を2030年頃までにピークを迎えるように取り組む 
• 総エネルギー消費量に占める非化石燃料エネルギーのシェアを

2030年までに約20％とする 
– その他 

• 2℃目標を念頭に置きつつ、低炭素経済への移行に向け、より長期
的な取組の一部であることを認識 

• 継続的な野心向上に向けて取り組んでいく 
• 米中によるこのタイミングでの発表が、他国によるできるだけ早期
の、望ましくは2015年第1四半期までの、野心的な行動の発表につな
がることを期待 
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EUの2030年目標(1) 

• 「2020-30年の気候とエネルギーに関する政策枠組み」 
– 2014年1月22日に欧州委員会提案。2014年10月23日-24日の
欧州（首脳）理事会で決定 

– 温室効果ガス削減目標 
• EU全体の排出量を2030年までに少なくとも1990年比40%削減 
• 2015年3月6日にこれを約束草案とすることを環境・エネルギー大
臣会合で正式決定 

– 再エネ目標 
• EU全体での最終エネルギー消費量に占める再エネ（電力及び熱
※1）のシェアを2030年に少なくとも27%（※2） 
※1：電力に関しては、再エネ電力が占める割合が、現状21％から2030年に45％に
上がると想定（欧州委員会提案）。日本は現状約11％ 
※2：現状13％ （欧州委員会提案） 

– エネルギー効率 
• BAU（成り行き）シナリオに比べ、ＥＵ全体での2030年のエネルギー
効率を少なくとも27％改善（努力目標）。30％改善も念頭に、2020年
までに見直す 

– 越境系統連系 
• 2030年までに域内各国の発電容量の15％を連系 
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EUの2030年目標(2) 

• 「パリ議定書ー2020年以降の気候変動に対処する
青写真」 
– 2015年2月25日に欧州委員会提案 

– すべての締約国がCOP21に十分に先駆けて約束草案を
提出。特に米中含むG20諸国は3月末までに提出すべき 

– 法的拘束力ある合意（パリ議定書） 
• 2050年までに世界の排出量を2010年比で少なくとも60％削減す
る長期目標 

• 明確で、野心的で、公正な法的拘束力ある各国の目標を定める 

• 各国目標の引き上げのために5年ごとに再検討を行う 

– 2015年11月に、各国、専門家などを集めた、約束草案の
相互理解を深め、世界全体の削減水準が適切かを検討
する国際会議を開催する 
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約束草案策定にあたって(2) 

• できるだけ早期の約束草案の提出が必要 

– 「すべての締約国がCOP21に十分に先駆けて約
束草案を提出する」ことの重要性 

• より実効的な合意への重要な基礎 

–まずは先進国ができるだけ早期に（できるだけ野
心的な）約束草案を示すことが必要 

• 十分に先駆けて出すことで出さない国々に十分な圧
力をかけることができる 

• 先進国アライアンスの中での信頼担保 
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約束草案策定にあたって(3) 

• 「野心的な」約束草案は日本にとって意味がある 
– 「目標」の持つ意義 

• 明確な目標（Barret et al., 2012ほか） 

• 施策に裏打ちされた手堅い目標が必要。他方で、長期目標に向かっ
て「背伸び」が必要な目標だからこそ対策が進む（目標の施策誘導
効果） 

– 低炭素社会への方向性を明確に示す 
• 「2050年80％削減」「世界の排出量少なくとも半減、先進国80％削
減」との整合性 

• 「エネルギー部門の低炭素化」の必要性 

– 90％の電力を化石燃料に依存する現状はあらゆる点から見て
持続可能ではない。野心的な温暖化目標こそ持続可能なエネ
ルギーシステムへの転換の動因・旗印 
• エネルギー安全保障の観点からも 
• 燃料費負担の観点からも 

• 持続可能なエネルギーシステムへの転換と低炭素社会の実現に必
要とされる施策・対策は一致 
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 震災以降、温室効果ガス排出量は増加が続いている。 

 2013年度にエネルギー起源CO2排出量は、1,224百万トンとなり過去最高となった。震災前と比べると、電
力分は原発代替のための火力発電の焚き増しにより、2010年度比+1.10億トン増加している。 

※「電力分」は、一般電気事業者による排出量 

我が国の温室効果ガス排出量の推移  
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1990年
度 

2005年
度 

2010年
度 

2011年度 2012年度 2013年度 

温室効果ガス排出量 （百万t-
CO2） １，２６１ １，３７７ １，２８６ １，３３７ １，３７３ １，３９５  

エネ起CO2排出量 （百万t-CO2） １，０５９ １，２０３ １，１２３ １，１７３ １，２０８ １，２２４ 

  うち電力分※ （百万t-CO2） ２７５ ３７３ ３７４ ４３９ +65 ４８６ +112 ４８４ +110 

  うち電力分以外 （百万t-CO2） ７８４ ８３０ ７４９ ７３４ ▲15 ７２２ ▲28 ７４０ ▲9 

※過去最高値 

※原発代替のための火力発電の焚き
増しによる排出増 

（10年比） （10年比） （10年比） 

【出典】 総合エネルギー統計、環境行動計画（電気事業連合会）、日本の温室効果ガス排出量の算定結果（環境省）をもとに作成。 
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+112 

【京都議定書基準年】 

(2010年度比) 

+110 

※「電力分」は、一般電気事業者による排出
量 

※２０１３年度は速報
値 
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【出典】 IEA  Energy Balance 2014  出典：総合資源エネルギー調査会長期需給見通し小委資料 



鉱物性燃料の輸入額（対ＧＤＰ比）の比較 

39 
【出典】 世界貿易機構及び世界銀行資料を基に作成 

注）上記グラフの値は鉱物性燃料の（輸入額－輸出額）で計算されるネットとしての輸入額の
対GDP 
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＜燃料輸入額（2013年）＞ 

出典：総合資源エネルギー調査会長期需給見通し小委資料 
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出典：総合資源エネルギー調査会長期需給見通し小委資料 

2013年度 
経常黒字は過去最小 

（0.8兆円） 

2013年度 
貿易赤字は過去最大 

（▲13.8兆円） 

■原発停止、燃料価格の上昇、為替変動の影響から、鉱物性燃料の輸入額は２０１３年度で２８兆円
と、震災前と比べ、１０兆円増加。２０１３年度は、過去最大となる１３．８兆円の貿易赤字を記録（貿
易収支は震災以降、１９．１兆円の悪化）。 

鉱物性燃料輸入の我が国の貿易収支への影響 
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約束草案策定にあたって(4) 

• 低炭素社会に向かう施策・対策の多面的意義 
– 省エネによるエネルギーコストの低減・地域活性化 
– 再エネ促進による地域活性化 
– コージェネの価値 

• 強力な省エネ・低炭素化の推進方策 
• 分散型電源としての意義。例えば災害時対応 
• 再エネの拡大との親和性 

– 競争力の強化：新しい国内市場、拡大するグリーン市場
での日本を強みを活かした成長戦略 

– 国際社会における日本のプレゼンス 
• 「信頼性の欠陥（credibility gap）」（Oberthür and Roche Kelly 

2008）を回避する 
• 地球的課題の解決を牽引するリーダー国として 
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世界の新規の再エネ投資 

（2004-2013） 
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Source: UNEP, 2014 
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